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法務省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況 

（事前評価） 

表１ 規制を対象として評価を実施した政策 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kisei/moj.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 
更生保護事業における保護の対象者の拡

大（令和７年11月10日公表） 

＜制度改正＞ 

 規制の事前評価を踏まえ、「更生保護制度の充実を図るた

めの保護司法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した

（令和７年11月提出、同年12月成立）。 

２ 

船舶等を運航する運送業者の報告義務、

運送禁止義務及び当該義務違反に係る罰

則（令和８年３月10日公表） 

＜制度改正＞ 

 規制の事前評価を踏まえ、「出入国管理及び難民認定法及

び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持

する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正す

る法律案（仮称）」を国会に提出した（令和８年３月提出）。 

表２ 一般分野の政策を対象として評価を実施した政策（事業評価方式）（令和７年10月21日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/ippanjigyo/moj.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 

社会経済情勢を踏まえた法務に関する調

査研究の計画的実施と提言（外国人によ

る犯罪に関する研究） 

＜予算要求＞ 

本評価結果を踏まえ、所要の経費を令和８年度予算案に計 

上した。  

(1) 研究期間：令和８年度から同９年度までの２か年

(2) 令和８年度予算要求額：４百万円、令和８年度予算案

額：４百万円 

(3) 研究内容：

・外国人による犯罪の動向

外国人による犯罪の発生状況やその動向のほか、当該事犯

の受刑者及び保護観察対象者の施設内及び社会内処遇の状

況等を取りまとめる。 

・外国人による犯罪に関する実態調査

一定期間に有罪の判決を言い渡された外国人（特別永住者

及び在日米軍関係者を除く）を調査対象とし、判決書を含む

刑事確定記録を閲覧するほか、必要に応じ、刑事施設や保護

観察所における聴取等を行うことにより、犯罪の実態を調査 

する。  

・外国人犯罪者の処遇に関する調査

刑事施設、保護観察所等において、外国人特有の課題に対

して実施されている各種取組や、指導及び支援に関する関係
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機関・団体等との連携状況についての実地調査を行う。 

２ 施設の整備（浜松拘置支所新営工事） 

＜予算要求＞ 

静岡県浜松市に浜松拘置支所を整備するため、事業費を計

上した。  

（令和８年度予算要求額：16百万円、令和８年度予算案額：

16百万円）  

＜今後の予定＞  

施設の全体運用開始から５年経過後に事後評価を実施す

る予定である。 

（事後評価） 

表３ 一般分野の政策を対象として評価を実施した政策（総合評価方式）（令和７年10月21日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/moj_h24.html）参照 

№ 政策の名称 反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 
検察権行使を支える事務の適

正な運営 
改善等 

＜改善等＞ 

 複雑化・多様化する犯罪形態に的確に対応するために、検

察庁職員全体のデジタルフォレンジック（ＤＦ）知識を向上

させるべくＤＦ研修を実施していたところ、政策評価の結

果、今後も、検察庁職員全体でＤＦ知識を持つ人材を増加さ

せるとともに、職員のＤＦ能力の底上げを図っていく必要が

あり、そのためには、ＤＦ研修内容の更なる充実化、ＤＦ研

修以外の方策の追求及びＤＦ研修成果の維持・向上が課題で

あることが確認された。 

これを受けて、捜査・公判能力の更なる向上のための循環

モデル（最先端の技術を取り入れた若年世代からの段階的・

計画的な研修プログラムの構築、その研修の受講者による相

談・助言・指導を通じた各検察庁所属職員全体のＤＦ知識の

底上げを図り、高度なＤＦ技術を習得したエキスパート候補

者が生まれやすくなる土壌作りにつなげる）を構築し、検察

組織全体で先端犯罪等に対処するべく、同モデルに基づく取

組を実施する。 

＜予算要求＞  

同取組を推進し、検察庁職員の捜査・公判能力を更に向上

させるために、令和８年度予算概算要求において必要な経費

を計上した。 

（令和８年度予算要求額：2,098百万円、令和８年度予算案

額：1,971百万円） 
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２ 
国の利害に関係のある争訟の

適正・迅速な処理 
改善等 

＜改善等＞

政策評価の結果、裁判の迅速化への対応について、訟務組

織が実施する本案訴訟事件の審理期間の長期化傾向に一定

の改善が見られるものの、民事訴訟全体の平均審理期間と比

べると長く、また、予防司法支援制度について、利用行政機

関から高い評価を得る一方で、問題意識を共有するための事

前打合せの実施や回答後のアフターフォローなどを求める

声もあることが確認された。

これを受けて、令和８年５月の民事訴訟手続の全面的なデ

ジタル化に対応し、訟務事務のデジタル化・効率化を一層推

進するとともに、予防司法支援制度について、照会を受けた

時点から回答後のアフターフォローまでの各段階において、

行政機関の問題意識やニーズ等の正確な把握に努め、より的

確に対応した支援を目指す。

＜予算要求＞  

評価結果を踏まえ、訟務事務のデジタル化を推進するとと

もに、予防司法支援の充実、職員の訴訟追行能力の向上を図

るため、所要額を計上した。 

（令和８年度予算要求額：1,983百万円、令和８年度予算案

額：1,890百万円）  

※デジタル庁への一括計上分（令和８年度予算要求額につき

210百万円、令和８年度予算案額につき159百万円）を含んだ

額。 

表４ 規制を対象として評価を実施した政策（事業評価方式）（令和８年３月10日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kisei/moj.html）参照 

№ 政策の名称 反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 

法務大臣による外国法事務弁

護士の承認における職務経験

要件の緩和 

継続 

【外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律】 

＜継続＞ 

評価結果を踏まえ、本政策を引き続き継続する。 

表５ 一般分野の政策を対象として評価を実施した政策（事業評価方式）（完了後・終了時）（令和７年10月21日公

表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/ippanjigyo/moj.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 

社会経済情勢を踏まえた法務に関する調

査研究の計画的実施と提言 （非行少年と

成育環境（子供の貧困）に関する研究） 

非行をした少年の成育環境（子供の貧困）の実態を調査し、

貧困の問題を抱える者の特徴を明らかにすることにより、犯

罪・非行をした者等に対する有効な処遇・支援を検討するた

めの基礎資料を提供するという目的を達成した。今後計画す

る事業についても、同様の結果が得られるように努める。 
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２ 福岡第２法務総合庁舎整備事業 

検察庁及び保護観察所を集約した法務総合庁舎を整備し、

事務の合理化、施設の集約化、裁判所に隣接させることによ

る司法機関との連携強化及び機能不備の解消による利用者

へのサービス向上を図るという目的を達成した。今後計画す

る事業についても、同様の結果が得られるように努める。 

３ 佐渡法務総合庁舎整備事業 

新潟刑務所佐渡拘置支所敷地に、２つの施設を併せて法務

総合庁舎として整備し、業務効率の改善及び合理化を図ると

ともに、機能不備を解消することで利用者へのサービス向上

を図るという目的を達成した。今後計画する事業について

も、同様の結果が得られるように努める。 
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